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衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
中
野
区
役
所
跡
地
処
分
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
六
一
第
一
五
号 

昭
和
四
十
四
年
八
月
五
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衆

議
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内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
中
野
区
役
所
跡
地
処
分
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一

1 

地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
競
争
入
札
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
な
う

の
が
、
地
方
公
共
団
体
に
と
つ
て
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
地
方
自
治
法
は
、
競
争
入

札
を
原
則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
、
随
意
契
約
に
よ
つ
て

こ
れ
を
行
な
つ
た
ほ
う
が
地
方
公
共
団
体
に
有
利
で
あ
り
、
あ
る
い
は
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は

こ
れ
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
こ
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

2 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
六
七
条
の
二
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
得
る
場
合
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
こ
れ
以
外
に
は
随
意
契
約
に
よ
つ
て
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
の
規
定
で
あ 

り
、
し
た
が
つ
て
、
ご
指
摘
の
自
治
省
通
達
も
こ
の
規
定
を
は
な
れ
て
地
方
公
共
団
体
が
条
例
ま
た
は
規
則

に
よ
つ
て
一
般
的
に
随
意
契
約
に
よ
り
得
る
場
合
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 



三

1 

現
段
階
に
お
い
て
は
、
中
野
郵
便
局
を
同
地
に
移
転
建
設
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
考
え
は
な
い
。 

二

1 
監
査
に
お
い
て
当
該
監
査
の
対
象
と
な
つ
た
事
項
に
つ
い
て
の
当
否
の
判
断
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
条
例
、
規
則
の
効
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
監
査
委
員
の
職
務
権
限
に
当
然

含
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
第
一
九
九
条
第
九
項
に
よ
る
監
査
委
員
の
意
見
に
は
、
条 

例
、
規
則
の
制
定
改
廃
に
つ
い
て
の
意
見
も
含
ま
れ
る
。 

2 

中
野
郵
便
局
の
現
局
舎
は
、
狭
あ
い
か
つ
、
老
朽
化
し
て
お
り
、
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め

に
は
、
局
舎
を
早
急
に
改
善
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。 

3 

本
件
は
、
郵
便
局
舎
建
設
の
敷
地
と
し
て
売
却
す
る
と
い
う
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
諸
般
の
事
情
を
考

慮
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
関
し
て
違
法
不
当
な
点
は
な
い
も
の
と

考
え
る
。 

2 

区
長
の
事
務
処
理
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
貴
見
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



8 

買
収
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
ま
だ
契
約
は
し
て
い
な
い
。 

7 

宿
舎
の
設
置
計
画
は
決
定
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
設
計
積
算
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実
行
予
算
は

決
定
し
て
い
な
い
。
な
お
、
実
行
予
算
は
、
用
地
買
収
が
決
つ
た
時
点
で
決
定
す
る
。 

6 

宿
舎
予
算
は
、
全
国
分
を
ま
と
め
て
予
算
成
立
し
て
い
る
の
で
、
中
野
宿
舎
の
分
は
、
こ
の
成
立
額
十
億

三
千
七
百
万
円
の
中
で
措
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

5 

過
去
数
年
間
の
努
力
の
結
果
、
最
適
の
土
地
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
下
の
土
地
事
情
か
ら
他

に
適
地
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
計
画
の
変
更
は
、
考
え
て
い
な
い
。 

4 

覚
書
交
換
の
時
点
に
お
い
て
は
、
中
野
区
役
所
跡
地
以
外
に
検
討
し
た
土
地
は
な
い
。 

3 

区
当
局
が
敗
訴
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
は
、
改
め
て

検
討
す
る
。 

中
野
区
役
所
跡
地
は
、
位
置
、
面
積
等
か
ら
局
舎
用
地
と
し
て
き
わ
め
て
適
当
な
土
地
で
あ
る
。 

五 

 



12 

下
谷
郵
便
局
の
現
在
敷
地
は
、
極
度
に
狭
く
、
加
え
て
周
囲
の
道
路
事
情
も
悪
く
、
集
配
運
送
車
の
発
着 

11 

評
価
機
関
三
者
の
評
価
額
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
、
四
十
四
万
五
千
円
と
な
つ
た
。
で
き
る
だ
け

有
利
な
価
格
に
す
べ
く
交
渉
し
た
結
果
、
五
十
三
万
二
千
四
百
円
と
し
た
。 

10 

評
価
機
関
三
者
か
ら
評
価
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
上
限
価
額
の
平
均
が
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
、

十
五
万
八
千
百
六
十
七
円
と
な
つ
た
の
で
十
五
万
八
千
百
円
と
し
た
。 

9 

鑑
定
者
は
、
安
田
信
託
銀
行
、
東
京
建
物
株
式
会
社
、
日
本
不
動
産
研
究
所
の
三
ケ
所
で
あ
り
、
そ
の
評

価
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

安
田
信
託
銀
行 
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平
方
メ
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ル
あ
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一
三
二
、
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買
収
価
格
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
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十
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万
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円
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日
本
不
動
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研
究
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東
京
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一
三
三
、
〇
〇
〇
円 

六 

 



 

七 

に
支
障
が
あ
る
た
め
、
昭
和
四
十
年
春
頃
か
ら
他
に
適
地
を
求
め
て
新
築
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
。 

な
お
、
下
谷
郵
便
局
局
舎
新
築
用
敷
地
は
、
現
在
敷
地
と
交
換
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
諸

条
件
が
整
い
し
だ
い
新
敷
地
に
局
舎
を
建
設
す
る
よ
う
取
り
運
ん
で
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




